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(57)【要約】
【課題】操作ワイヤの断面を非円形状に形成するととも
に、可撓管に操作ワイヤの回動を規制する規制部を設け
ることによって、先端処置部を意図する方向に向けるこ
とのできる内視鏡処置具を提供する。
【解決手段】本発明を適用した高周波スネア１０は、操
作ワイヤ１８に平面部１８Ａが形成され、操作ワイヤ１
８の断面が非円形状に形成されている。また、シース１
６は、肉厚部１６Ｄを備え、操作ワイヤ１８の断面形状
に相似した形状に形成される。これにより、操作ワイヤ
１８がシース１６に対して回動することが防止され、ス
ネアワイヤ２０は、シース１６に対して常に一定の向き
で導出される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  可撓管と、該可撓管に挿通された操作ワ
イヤと、該操作ワイヤの先端部に設けられ、前記可撓管
から出没する処置部と、を備えた内視鏡処置具におい
て、
前記操作ワイヤは、該操作ワイヤの軸に直交する断面が
非円形状に形成され、前記可撓管には、前記操作ワイヤ
の非円形状断面に対応する形状の回動規制部が設けられ
たことを特徴とする内視鏡処置具。
【請求項２】  前記可撓管の先端部は、所定の方向に曲
げ癖が付けられていることを特徴とする請求項１記載の
内視鏡処置具。
【請求項３】  前記処置部は、高周波電流が通電される
スネアワイヤであり、該スネアワイヤは、前記可撓管の
先端から突出された際に、前記曲げ癖全体を含むフラッ
トな面と約直交する面内でループ状に拡開されることを
特徴とする請求項２記載の内視鏡処置具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は内視鏡処置具に係
り、特に内視鏡の鉗子チャンネルを介して体腔内に挿入
して病変部を処置する高周波スネア等の内視鏡処置具に
関する。
【０００２】
【従来の技術】鉗子チャンネルに内視鏡処置具を挿通し
て好適に操作できる内視鏡が実公昭５８－４６８０３号
公報に開示されている。
【０００３】この内視鏡は、内視鏡処置具のシースに非
円形状の方向指定材が装着されており、鉗子チャンネル
は、この方向指定材に対応した形状に形成されている。
したがって、シースを鉗子チャンネルに挿通すると、方
向指定材が鉗子チャンネルに係合するので、シースが鉗
子チャンネル内で回動することが防止される。これによ
り、シースは、鉗子チャンネルから常に一定の向きで繰
り出されるので、シースの向きを調節する必要がない。
【０００４】しかし、実公昭５８－４６８０３号公報に
開示された内視鏡は、内視鏡処置具の先端処置部がシー
スに対して回動するため、先端処置部を意図する方向に
向けることができない欠点があった。
【０００５】これに対し、回転式と呼ばれる内視鏡処置
具は、手元操作部を操作すると、シースが動かずに、先
端処置部が自在に回動するので、先端処置部を意図する
方向に向けることができる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、回転式
の内視鏡処置具は、手元操作部と先端処置部とが離れて
いるため、手元操作部の操作が先端処置部に伝わりにく
く、先端処置部の向きを微調整できない欠点があった。
【０００７】本発明はこのような事情に鑑みて成された
もので、先端処置部を意図する方向に向けることのでき
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る内視鏡処置具を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】本発明は前記目的を達成
するために、可撓管と、該可撓管に挿通された操作ワイ
ヤと、該操作ワイヤの先端部に設けられ、前記可撓管か
ら出没する処置部と、を備えた内視鏡処置具において、
前記操作ワイヤは、該操作ワイヤの軸に直交する断面が
非円形状に形成され、前記可撓管には、前記操作ワイヤ
の非円形状断面に対応する形状の回動規制部が設けられ
たことを特徴としている。
【０００９】本発明によれば、操作ワイヤが回動するこ
とを規制したので、操作ワイヤに連結された処置部は、
可撓管に対して常に一定の向きで可撓管から導出され
る。したがって、可撓管を病変部に向ければ、処置部
は、病変部に向けて導出されるので、処置部の向きを調
整する必要がない。
【００１０】
【発明の実施の形態】以下添付図面に従って本発明に係
る内視鏡処置具の好ましい実施の形態について、高周波
スネアの例を挙げて説明する。
【００１１】図１は、本発明が適用された高周波スネア
の全体構成を示す斜視図である。同図に示すように、高
周波スネア１０は、主として手元操作部１２と挿入部１
４とから構成されている。
【００１２】挿入部１４は、シース（可撓管に相当）１
６と、そのシース１６内に挿通された操作ワイヤ１８と
から構成されている。操作ワイヤ１８の先端部には、ス
ネアワイヤ（処置部に相当）２０が設けられ、該スネア
ワイヤ２０の先端位置には、自由状態でＶ字状に拡開す
る屈曲部２０Ａが形成されている。また、図２に示すよ
うに、シース１６の先端部１６Ａには、自由状態で湾曲
する曲げ癖が付けられている。
【００１３】一方、図１の手元操作部１２は、操作部本
体２２と、その操作部本体２２にスライド自在に設けら
れたスライダ２４とから構成されている。操作部本体２
２にはシース１６が接続されており、また、スライダ２
４には操作ワイヤ１８が接続されている。
【００１４】また、操作部本体２２の基端部分には指掛
け部２６が形成されている。この指掛け部２６に指を掛
け、スライダ２４をスライド操作することにより、操作
ワイヤ１８がシース１６内を進退移動する。そして、操
作ワイヤ１８がシース１６内を進退移動することによっ
て、スネアワイヤ２０がシース１６の先端から出没す
る。スネアワイヤ２０は、シース１６の先端から押し出
されると、図２に示すように、自身の弾性復元力によっ
てループ状に拡開する。逆に、シース１６内に引き込ま
れると、スネアワイヤ２０は、図３に示すように、折り
畳まれた状態でシース１６内に収容される。
【００１５】スネアワイヤ２０には、病変部に対して滑
り止めの役割を果たす滑止部材３０、３０、…が所定の
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間隔をもって複数カ所に取り付けられている。滑止部材
３０は、筒状に丸めた板金やコイルスプリング等によっ
て形成され、ロウ付け或いは半田付け等によってスネア
ワイヤ２０に固定される。また、滑止部材３０は、スネ
アワイヤ２０のループ部の内側に突出した爪部３２を備
え、この爪部３２は、スネアワイヤ２０の接線方向に沿
って形成されている。このように構成された滑止部材３
０は、スネアワイヤ２０をシース１６内に収容すると、
図３に示すように、折り畳まれたスネアワイヤ２０の上
に爪部３２が乗り上がった状態で収容される。
【００１６】図４は、図３の４－４線に沿う挿入部１４
の断面図である。同図に示すように、操作ワイヤ１８に
は、平面部１８Ａが形成されており、その断面形状は、
非円形状に形成されている。この操作ワイヤ１８は、例
えば、円柱状の単線ワイヤを切削加工或いはプレス加工
を施すことによって形成される。
【００１７】一方、シース１６は、スネアワイア２０を
収容する部分を除き、内部形状が、操作ワイヤ１８に相
似した形状に形成される。即ち、シース１６には肉厚部
１６Ｄが設けられ、シース１６の内部に平面部１６Ｃが
形成されている。
【００１８】このように操作ワイヤ１８及びシース１６
に平面部１８Ａ、１６Ｃを形成すると、操作ワイヤ１８
は、シース１６内で回転できなくなる。したがって、操
作ワイヤ１８の先端のスネアワイヤ２０は、シース１６
に対して常に一定の向きでシース１６から導出される。
なお、シース１６に対するスネアワイヤ２０の向きは、
シース１６の曲げ癖に応じて決定される。例えば、図２
に示すように、曲げ癖の付いた先端部１６Ａ全体を含む
フラットな面（即ち、先端部１６Ａと直線的な基端部１
６Ｂが作りだす平面）と約直交する平面内に、スネアワ
イヤ２０のループ部が大きく拡開されるように設定す
る。
【００１９】以上のように構成された高周波スネア１０
を用いた病変部の処置方法は次の通りである。
【００２０】まず、内視鏡挿入部３４を体腔内へ挿入
し、内視鏡操作部に配されたアングルノブ（図示せず）
を操作して湾曲部３５を湾曲させ、挿入部３４の先端に
配された対物レンズ（図示せず）により、体腔内を観察
する。そして、病変部を発見したら内視鏡操作部に配さ
れた処置具挿通口（図示せず）から高周波スネア１０の
挿入部１４を挿入していき、図６に示すように、処置具
挿通チャンネル３３を介して内視鏡挿入部３４の先端か
らシース１６を突出させる。このとき、シース１６はそ
の先端部１６Ａに曲げ癖を付けていることから、湾曲さ
せた湾曲部３５内の処置具挿通チャンネルを通過すると
きに先端部１６Ａが湾曲方向に倣い、一定方向の位置に
ガイドされた状態で内視鏡挿入部３４の先端から突出す
ることになる。その際、曲げ癖の付いた先端部１６Ａの
一部を処置具挿通チャンネル３３内に残しておくと、シ

4
ース１６を、一定方向の位置にガイドされた状態に維持
できる。
【００２１】次に、図１の操作部１２のスライダ２４を
前進させて、スネアワイヤ２０をシース１６の先端から
突出させ、スネアワイヤ２０をループ状に拡開させる。
このとき、操作ワイヤ１８がシース１６に対して回動し
ないので、スネアワイヤ２０は、シース１６に対して常
に一定の向きで導出される。さらに、図２に示すよう
に、スネアワイヤ２０のループ部は、曲げ癖の付いた先
端部１６Ａ全体を含むフラットな面と約直交する面内で
大きく拡開されるように設定してあることから、シース
１６の先端部１６Ａを病変部に向けると、シース１６か
ら導出されたスネアワイヤ２０は、病変部に向けて大き
く拡開される。したがって、スネアワイヤ２０の向きを
調整することなく、スネアワイヤ２０のループ部を病変
部に掛けることができる。
【００２２】スネアワイヤ２０のループ部を病変部に掛
けた後、スライダ２４を後退させて、スネアワイヤ２０
をシース１６内に引き込む。これにより、病変部がスネ
アワイヤ２０によって絞扼される。このとき、スネアワ
イヤ２０に滑止部材３０、３０、…が取り付けられてい
るので、滑止部材３０の爪部３２が病変部に引っ掛か
り、隆起の小さい病変部であっても、確実に絞扼でき
る。この状態で高周波コード（不図示）を接続したコネ
クタ２８を通じてスネアワイヤ２０に高周波電流を流す
ことによって、スネアワイヤ２０に絞扼された病変部が
切除される。
【００２３】このように、本実施の形態の高周波スネア
１０によれば、操作ワイヤ１８がシース１６に対して回
動することを規制し、スネアワイヤ２０を常に同じ向き
でシース１６から導出するようにしたので、曲げ癖の付
いたシース１６を病変部に向けることによって、シース
１６から導出されたスネアワイヤ２０を病変部に向ける
ことができる。
【００２４】なお、上述した実施の形態は、操作ワイヤ
１８を全長にわたって非円形状の断面にしたが、先端側
の一部分のみを非円形状に形成してもよい。この場合、
シース１６も、先端部の一部分のみを操作ワイヤ１８に
対応した形状にすればよい。
【００２５】また、上述した実施の形態は、単線ワイヤ
を加工して操作ワイヤ１８を形成したが、これに限定す
るものではない。例えば、図７に示すように、複数の素
線３６Ｂ、３６Ｂ…を撚り合わせた編組線ワイヤによっ
て操作ワイヤ３６を構成してもよい。この場合も、プレ
ス加工や切削加工等によって操作ワイヤ３６に平面３６
Ａを形成するとともに、シース１６に肉厚部１６Ｄを設
けて平面部１６Ｃが形成することにより、操作ワイヤ３
６がシース１６に対して回動することを防止できる。ま
た、別構造の操作ワイヤ（不図示）として、密着コイル
ばねを用いてもよく、この場合にも、一部を平面加工す
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ることによって、操作ワイヤがシース１６内で回動する
ことを防止できる。
【００２６】また、操作ワイヤ１８は、断面形状が非円
形状であればよく、例えば、図８や図９に示すように形
成してもよい。図８に示す操作ワイヤ４０は、切削加工
やプレス加工等によってＶ形状の溝４０Ａが形成されて
いる。また、シース４２は、溝４０Ａに対応するΔ形状
の突条部４２Ａが設けられている。これにより、操作ワ
イヤ４０がシース４２に対して回動することを防止でき
る。
【００２７】図９に示す操作ワイヤ４４は、断面が楕円
形に形成され、シース４６は、操作ワイヤ４４の形状に
対応して楕円形に形成される。これにより、操作ワイヤ
４４がシース４６に対して回動することを防止できる。
【００２８】また、上述した実施の形態は、シース１６
を、操作ワイヤ１８に相似した形状に形成したが、これ
に限定するものではなく、シース１６の内部が、操作ワ
イヤ１８の回動を規制する形状であればよい。例えば、
図１０に示すシース５０は、規制ピン５２が外側から貫
通して取り付けられており、この規制ピン５２がシース
５０の内側に突出して、操作ワイヤ１８の回動を規制し
ている。
【００２９】さらに、操作ワイヤ１８の外周面に軸方向
に沿った突条部（不図示）を設けるとともに、該突条部
が係合する溝（不図示）をシース１６の内周面に形成し
てもよい。
【００３０】なお、上述した実施の形態は、本発明を高
周波スネアに適用した例で説明したが、これに限定する*
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*ものではなく、他の内視鏡処置具、例えば、高周波ナイ
フや把持鉗子等にも適用できる。
【００３１】
【発明の効果】以上説明したように本発明に係る内視鏡
処置具によれば、操作ワイヤが可撓管に対して回動する
ことを規制したので、可撓管を病変部に向けることによ
って、処置部を簡単に病変部に向けることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用された高周波スネアの全体構成を
示す斜視図
【図２】図１に示した挿入部の先端を示す側面図
【図３】スネアワイヤをシース内に収納した挿入部先端
の断面図
【図４】図３に示した挿入部先端の４－４線に沿う断面
図
【図５】図２の矢印５方向から見た挿入部の平面図
【図６】図１の高周波スネアの使用方法を説明する説明
図
【図７】図４と異なる構造の操作ワイヤを示す断面図
【図８】図４と異なる形状の操作ワイヤを示す断面図
【図９】図４と異なる形状の操作ワイヤを示す断面図
【図１０】図４と異なる形状のシースを示す断面図
【符号の説明】
１０…高周波スネア、１２…手元操作部、１４…挿入
部、１６…シース、１６Ｃ…平面部、１８…操作ワイ
ヤ、１８Ａ…平面部、２０…スネアワイヤ、２２…操作
部本体、２４…スライダ、２６…指掛け部、３０…滑止
部材

【図１】 【図５】
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